
  

 

   
入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護を 

はじめ、その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理をおこなうことを目的として設置され 

ています。介護老人福祉施設への入所条件は、６５歳以上の日常的に介護が必要な方で、要介護 

認定を受けていることが前提となります。ただし、医療機関ではないので、入院が必要な病気や 

けがを抱えている方は入所できません。 

 

 

  

  ６５歳以上(事情により４０歳以上)の方で以下①～④の 

要件すべてに該当する方。 

 

① 要介護度１～５と認定された方 

② 常時介護を必要とし、かつ、自宅で介護を受けることが困難な方 

③ 入院加療を必要としない方 

④ 当施設の入所判定委員会を経て入所決定された方 

 

                   

 

施設案内                                

                         

       

 

 

 

 

    

フローラ田無(特別養護老人ホーム)とは 

ご利用いただける方 

     居室              食堂          浴室 

相談窓口 特別養護老人ホームフローラ田無 生活相談員 

電話番号  ０４２－４６８－５１３３ 

相談受付時間  月～金  ９：００～１７：００ 

※土日、時間外の相談にも可能な限り対応致しますので、事前にご相談下さい。 

 


